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大津市立児童クラブ条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を公布する。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

大津市規則第130号

大津市立児童クラブ条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

大津市立児童クラブ条例の一部を改正する条例（平成26年条例第71号）附則第１号に掲げる規定の施行期日は、

平成26年11月25日とする。

大津市告示第243号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、平成26年11月４日から同月14日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成26年11月４日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間
変 更 の

前後の別

敷 地 の 幅 員

（メートル）

延 長

(メートル)

市道幹2025号線
大津市太子二丁目字六ノ坪64番２地先から

大津市関津五丁目字小原1470番地先まで

変更前 最小 4.8～最大 5.0 14.7

変更後 最小 7.0～最大14.0 14.7

（平成26年11月４日掲示済）

規 則

告 示

市 章
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大津市告示第244号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成26年11月４日から同月14日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。

  平成26年11月４日

大津市長  越    直  美

路 線 名 区      間 供用開始年月日

市道幹2025号線
大津市太子二丁目字六ノ坪64番２地先から

大津市関津五丁目字馬場崎938番９地先まで
平成26年11月４日

（平成26年11月４日掲示済）

大津市告示第259号

公印の印影を縮小したものを印刷したので、大津市公印規則（昭和48年規則第51号）第９条第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。   

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

職印

公印の名称 公印番号 管 守 者    縮小した寸法 縮小したものを印刷した文書の名称

滋賀県大津市長 ５ 総務課長 方15ミリメートル 伊香立公園有料運動施設使用許可書

大津市告示第260号

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したものについて、同法

第55条の３の規定により次のとおり告示する。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

名  称 所 在 地 申 請 者
指定の

種 別
指定年月日

大高歯科医院 大津市木下町18番40号 大高 潤次 歯科
平成26年

３月１日

いながきハートクリニ

ック
大津市蓮池町14番24号 稲垣 宏一 医科

平成26年

９月１日

アイセイ薬局唐崎店 大津市蓮池町14番25号 株式会社アイセイ薬局 調剤
平成26年

９月１日

毛利歯科医院
大津市丸の内町９番30号KINPA

102号
毛利 豪一 歯科

平成26年

９月１日

大津市告示第261号

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき医療扶助のための施術を担当する施術者として新たに指

定したもの及び指定を辞退したものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

１ 新たに指定したもの

施術者氏名 施 術 者 住 所 施術所名称 施 術 所 所 在 地 施術の種別 指定年月日

日高 孝浩 京都市伏見区久我

西出町11番地の

268

長寿寺はりきゅ

う治療院

大津市長等一丁目５番19号 はり

きゅう

平成26年

７月22日
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楠 幸子 大津市長等一丁目

５番19号

長寿寺はりきゅ

う治療院

大津市長等一丁目５番19号 はり

きゅう

平成26年

７月22日

小城 圭 京都市山科区椥辻

封シ川町10番地の

２椥辻西市営２の

405号室

長寿寺はりきゅ

う治療院

大津市長等一丁目５番19号 はり

きゅう

あん摩マッ

サージ

平成26年

７月22日

柳田 優樹 大津市南志賀二丁

目17番13号シャー

メゾンダンサイト

103号

カーフ鍼灸整骨

院

大津市桜野町二丁目４番38

－102号

はり

きゅう

平成26年

８月20日

青木 のぶ

え

栗東市且川375番

地

さくら整骨院 大津市におの浜二丁目２番

５号大津スカイハイツ112

柔道整復 平成26年

９月１日

２ 指定を辞退したもの

施術者氏名 施 術 者 住 所 施術所名称 施 術 所 所 在 地 施術の種別 辞退年月日

宮前 康一 大津市におの浜二

丁目２番５号大津

スカイハイツ112

さくら整骨院 大津市におの浜二丁目２番

５号大津スカイハイツ112

柔道整復 平成26年

８月31日

大津市告示第262号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり

告示する。

平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

名  称 所 在 地 申 請 者
指定の

種 別
指定年月日

アイセイ薬局唐崎店 大津市蓮池町14番25号 株式会社アイセイ薬局 調剤
平成26年

９月１日

毛利歯科医院
大津市丸の内町９番30号KINPA

102号
毛利 豪一 歯科

平成26年

９月１日

大津市告示第263号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づき医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したもの及び指定を辞退した

ものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。

平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

１ 新たに指定したもの

施術者氏名 施 術 者 住 所 施術所名称 施術所所在地 施術の種別
指 定

年月日

柳田 優樹 大津市南志賀二丁

目17番13号シャー

メゾンダンサイト

103号

カーフ鍼灸整骨

院

大津市桜野町二丁目４番38

－102号

はり

きゅう

平成26年

８月20日

青木 のぶ

え

栗東市且川375番

地

さくら整骨院 大津市におの浜二丁目２番

５号大津スカイハイツ112

柔道整復 平成26年

９月１日
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２ 指定を辞退したもの

施術者氏名 施 術 者 住 所 施術所名称 施術所所在地 施術の種別
辞 退

年月日

宮前 康一 大津市におの浜二

丁目２番５号大津

スカイハイツ112

さくら整骨院 大津市におの浜二

丁目２番５号大津

スカイハイツ112

柔道整復 平成26年

８月31日

大津市告示第264号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

サービス

の 種 類

指 定

年月日

介 護 保 険

事業所番号

樹楽 比叡山坂

本

大津市下阪本五

丁目15番57号

株式会社ジェンティ

ル

代表取締役 小林

ふみ

京都府乙訓郡大

山崎町字大山崎

小字鏡田１番地

の８

通所介護 平成26年

11月１日

2570104063

大津市告示第265号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

事業所の名称
事 業 所 の

所 在 地

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

サービス

の 種 類

指 定

年月日

介 護 保 険

事業所番号

樹楽 比叡山坂

本

大津市下阪本五

丁目15番57号

株式会社ジェンティ

ル

代表取締役 小林

ふみ

京都府乙訓郡大

山崎町字大山崎

小字鏡田１番地

の８

介護予防

通所介護

平成26年

11月１日

2570104063

大津市告示第266号

大津市総合保健センターの運動実践室及びトレーニングルームの指定管理者として指定した者に係る告示事項

に変更があったので、大津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成25年条例第19号）第10条

第３号の規定により告示する。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

所  在  地 変更年月日

変更前 京都市下京区新町通五条下る蛭子町107番地の３
平成24年６月26日

変更後 京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地１

大津市告示第267号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおりおおつ光ルくん製作事業

に係る寄附金の収納事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

１ 委託の相手方 東京都千代田区麹町２丁目６番10号麹町フラッツ２Ｆ 一般財団法人ジャスト・ギビング・

ジャパン
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２ 委託期間 平成26年11月10日から平成27年３月31日まで

大津市告示第268号

景観法（平成16年法律第110号）第92条第１項の規定に基づき景観整備機構を指定したので、同条第２項の規

定により次のとおり告示する。

  平成26年11月17日

大津市長  越    直  美

１ 景観整備機構の名称 公益社団法人日本建築家協会

２ 景観整備機構の住所及び事務所の所在地 東京都渋谷区神宮前二丁目３番18号

３ 指定年月日 平成26年11月６日

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。

平成26年10月27日

大津市長  越    直  美

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積
検 査 済 証

交付年月日 番 号

大津市末広町４番５号

黒田紙業株式会社

  代表取締役 黒田 軒史

大津市木の岡町字五良瀬435

番１及び同番５

1,561.73㎡ 平成26年

10月27日

第1209号

（平成26年10月27日掲示済）

農用地利用集積計画公告

農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めたので、同法第19条の規定に基づき公告する。

平成26年10月31日

大津市長  越    直  美

「次のように」は省略し、当該農用地利用集積計画書を大津市役所産業観光部農林水産課に備え置いて縦覧に

供する。

（平成26年10月31日掲示済）

消防法に基づく命令に関する公告

消防法（昭和23年法律第186号）第５条の３第１項の規定により、次の防火対象物である建物に存する物件で、

火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるものの除去を命じたので、

同条第５項において準用する同法第５条第３項の規定により公告する。

  平成26年11月５日

大津市南消防署長  水  田 安  彦

１ 防火対象物の所在地 大津市粟津町10番２号

２ 防火対象物の名称 クインビル６階 ねずみ小僧石山橋

３ 命令の対象者 名古屋市天白区相川一丁目24番地の３

         株式会社フードマニア 代表取締役 岩永 成功

４ 命令をした期日 平成26年11月４日

（平成26年11月５日掲示済）

公 告

南 消 防 署 長 公 告


